
                             

環境マネジメントシステム（かしエコ）編 令和 3（2021）年度報告 

 

1 柏崎市の取組 

柏崎市は、業務における環境負荷の低減を図るため、平成 19(2007)年 3月に環境省が推進する環

境マネジメントシステム「エコアクション 21」の認証を受け、本庁舎だけでなく保育園や小中学校

等関連施設が一体となって取り組む環境政策に 12年間継続して力を入れてきました。 

令和元(2019)年度からは、これまで培った環境意識や省エネのノウハウを活かしながら、取組を

推進するための独自の環境マネジメントシステム「かしわざきエコシステム（かしエコ）」を策定

し、各所属におけるエネルギー管理や省エネ行動の推進を展開しています。 

 

2 組織図 
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【管理組織】 

【活動組織】 

推進責任者(課長級職員、学校長等) 

推進員（係長級以上の職員、教頭等） 

全職員（一般職員、小中学校教職員等） 

部長級職員 
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3 環境取組方針 

全職員が業務全般において環境への影響に配慮し、効果的に環境対策を展開していくため、 

以下に本市の事務事業に対する環境取組方針を定めています。 

【基本理念】 

 柏崎市は、美しい海と山々に恵まれた自然豊かなまちです。私たちはこの豊かな自然から

多くの恩恵を受け、数多くの産業や文化を生み、育んできました。 

このかけがえのない柏崎の自然環境を将来世代に引き継いでいくことは、私たちに課せら

れた重要な責務です。 

地球温暖化を始めとした地球規模での環境問題が一層深刻化する中、まずはこの柏崎地域

における取り組みから着実に進めて行くことが重要であると考え、市自らが率先して環境へ

の負荷低減に努めてきました。 

今後もこの環境取組方針の下、職員一人一人が環境への影響を配慮した業務を推進し、継

続的な省エネ・省資源行動を実践することで、「力強く 心地よいまち」の実現を目指して行

きます。 

 

【環境取組方針】 
（１）地球温暖化対策に取り組みます 

公共施設の改修時等において、施設の規模や用途に合った再生可能エネルギー・次 

世代エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を検討し、温室効果ガス排出量の削 

減に努めます。 

 

（２）環境に配慮した事務事業を推進します 
業務全般において省エネ行動や省資源の取組を実践し、エネルギー使用量の削減に 

取り組みます。また、グリーン購入を推進し、環境負荷の低減に努めます。 

 

（３）廃棄物の排出量の削減に努めます 

３Ｒ（Reduce
リ デ ュ ー ス

：ごみを減らす、Reuse
リ ユ ー ス

：繰り返し使う、Recycle
リ サ イ ク ル

：資源に再生）を 

推進し、廃棄物の排出量削減に取り組みます。 

 

（４）職員の環境意識向上を図ります 
職員に対して環境教育を実施し、環境意識の向上を図ります。 

 

（５）環境関連法令を遵守します 
環境関連法令等を遵守し、環境保全に努めます。                

                   

 

 

 

 

 

ＥＡ２１事務

局 

（環境政策

課） 
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4 環境目標 

効果的に環境対策を展開していくために、以下のとおり目標を策定します。 

（1）温室効果ガス削減量 

市の業務から排出される温室効果ガスは、柏崎市地球温暖化対策実行計画事務事業編に基づ 

き、以下のとおりとします。 

項 目 年 度 削減目標 

基準年度 H25(2013)年度 36,914ｔ-CO２ 

短期目標年度 R3 (2021)年度 -19％（29,900ｔ-CO２以下） 

中期目標年度 R12(2030)年度 -40％（22,148ｔ-CO２以下） 

参考：柏崎市地球温暖化対策実行計画事務事業編 温室効果ガス削減量 

 

（2）エネルギー使用量（市役所全体） 

保有する施設全体の年度内エネルギー使用量が原油換算値 1,500kl以上である事業者は、 

「特定事業者」として各施設におけるエネルギー使用量の把握義務が生じます。 

 目標は、国が（努力）義務として進める以下のとおりとします。 

削減目標 

5年間の平均エネルギー消費原単位※-1％ 

または電気需要平準化評価原単位-1％の努力義務 

対象 

市長部局及び教育委員会部局 

※エネルギー消費原単位：エネルギーをどれだけ効率よく使用しているか示す数値 

 

（3）エネルギー使用量（各所属） 

ア 電気・化石燃料・水 

削減目標 

前年度使用実績-1％ 

項目 種 類 

電力 電気（再生可能エネルギー使用量は除く） 

化石燃料 ガソリン、灯油、軽油、A重油、液化石油ガス、都市ガス、BDF 

水 水道 

イ 廃棄物 

削減目標 

前年度使用実績-１.5％ 

項目 種 類 

廃棄物 可燃ごみ、不燃ごみ（資源物は除く） 
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5 実績 

（1）温室効果ガス削減量 

  令和 2（2020）年度実績は以下のとおりです。 

基準年度 H25(2013)年度 36,914ｔ－CO２ 

短期目標年度 R3 (2021)年度 29,900ｔ－CO２（▲19％） 

中期目標年度 R12(2030)年度 22,148ｔ－CO２（▲40％） 

H30(2018)年度実績 34,108ｔ－CO２（▲7.6％） 

R元(2019)年度実績 35,763ｔ－CO２（▲3.1％） 

R2 (2020)年度実績 32,987ｔ－CO２（▲10.6％） 

R3 (2021)年度実績 30,125ｔ－CO２（▲18.4％） 

 

（2）エネルギー使用量（市役所全体） 

令和 3（2021）年度実績は、以下のとおりです。 

市長部局では、省エネ法に基づく Sクラス基準を達成することができました。 

教育委員会部局では、かねてより経済産業省から指摘を受けていた内容（報告する施設毎の

分類）の見直しを行った影響が現れたことにより、前年度比では改善が図れたものの、5年度

間の平均では、1％以上の改善が図れませんでした。 

項 目 市長部局 教育委員会部局 

クラス S クラス A クラス 

エネルギー消費原単位対前年度比 81.6％（達成） 99.9％（達成） 

5年度間の平均エネルギー消費原単位 91.5％（達成） 104.5％（未達成） 

電気需要平準化評価原単価 81.9％（達成） 100.0％（達成） 

 

 

 

保有する施設全体の年度内エネルギー使用量が原油換算値1,500kl以上である事業者は、 

省エネ法に基づき「特定事業者」として各施設におけるエネルギー使用量の経産省への把 

握義務が生じます。 

定期報告の結果は、S・A・B・Cの 4段階へクラス分けされます。 

 

【評価段階】 

クラス 水準 

Sクラス 努力目標達成（5年間の平均原単位について年 1％以上の低減を達成） 

Aクラス B クラスよりは省エネ水準は高いが、S クラスの水準には達しない事業者 

Bクラス 努力目標未達成かつ 2年連続で対前年度比増加、または 5年間平均原単位が 5％超増加 

Cクラス B クラスの事業者の中で特に判断基準遵守状況が不十分 
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（3）エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（職員が常駐している所属） 

  令和 3（2021）年度実績は以下のとおりです。 

ア 電気・化石燃料・水 

項目 単位 
R3(2021)目標

(R2 実績-1％) 

R3(2021) 

実績 

達成状況 

(％) 

R4(2022)目標 

(R3 実績-1％) 

CO２排出量 

(kg) 

電気（再エネ使用量は除く） kWh 15,080,879 13,644,181 ○ 13,507,739 7,463.367 

化 

石 

燃 

料 

ガソリン L 86,757 87,866 × 86,987 203.995 

灯油 L 46,695 33,918 ○ 33,579 84.521 

軽油 L 76,176 80,542 × 79,737 211.370 

A 重油 L 63,954 54,390 ○ 53,846 147.377 

都市ガス ㎥ 737,042 661,528 ○ 654,913 1,394.785 

液化石油ガス(LPG) ㎥ 5,770 11,570 × 11,454 34.733 

天然ガス ㎥ 0 131 ― 130 0.353 

BDF L 1,437 1,200 ○ 1,188 3.149 

合計 9,543.650 

水 千㎥ 117,833 122,997 × 121,767 ― 

 

イ 再生可能エネルギー 

項目 単位 R3(2021)実績 R2(2020)実績 

太陽光発電 kWh 102,676 25,543 

消化ガス発電 kWh 1,080,431 1,103,473 

 

ウ 廃棄物（可燃ごみ・不燃ごみ） 

項目 単位 
R3(2021)目標 

(R2 実績-1.5％) 

R3(2021) 

実績 
達成状況 

R4(2022)目標 

(R3 実績-1.5％) 

燃やすごみ(プラスチック) kg 3,557 1,670 ○ 1,645 

燃やすごみ(プラスチック以外) kg 68,847 70,006 × 68,956 

粗大ごみ、燃やさないごみ kg 3,778 4,533 × 4,465 

 

   エ 産業廃棄物、資源物排出量 

産業廃棄物 資源物 

種類 排出量[kg] 種類 排出量[kg] 

感染性廃棄物 399 プラ製容器包装 3,808 

アスファルト・コンクリート 17,810 紙類 86,477 

廃プラスチック 370 ビン･缶類 1,925 

木くず 190 せんてい枝 12,217 

廃アルカリ 54 乾電池[個] 【1,847】 

そのほか 4,682 蛍光管[本] 【1,747】 

 

 

 

 

※資源物総量のうち、乾電池と蛍光管は個数での算出のため総量から除いています 
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6 その他の実績 

（1）グリーン購入の取組実績及び評価 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、グリーン購入法に基づいた環境負荷の 

少ない製品を選んで購入することです。 

令和 3（2021）年度は、以下の特定調達品目について、環境物品の購入目標を 100％と定め、

購入頻度が高い分野は毎月の購入実績を記録しています。その他の分野は、購入頻度が低いた

め調達目標を当面の間設定しないものとします。 

グリーン購入特定調達品目（22分野） 

毎月の購入実績を記録 
紙類、文具類、照明、制服・作業服、作業手袋、災害備蓄用品、

ごみ袋、役務（外注印刷のみ） 

グリーン購入の努力 

オフィス家具等、画像機器等、電子計算機等、オフィス機器等、 

移動電話、家電製品、エアコン等、温水器等、自動車等、消火器、

インテリア・寝装寝具、その他繊維製品、設備、役務、公共工事 

 

※紙類、役務（印刷）は、全国的な古紙不足により物品調達が困難になっている背景を踏まえ、R 元(2019)年度

から特定調達品目から除外していましたが、状況が改善されたことにより R3(2021)年度から復活しました。 

※ごみ袋は、R2(2020)年度から新たに特定調達品目として追加されました。 

 

（2）環境に対する職員の意識 

   職員個人が取り組むエコオフィス活動の評価を行っています。年 4 回の評価とし、

「概ね達成できた」職員の人数を記録しています。 

No 取組項目 割合 

1 照明や空調など、使用しない場合は消している。 95.0％ 

2 運転時は、エコドライブを心掛けている。 94.5％ 

3 
印刷時は、ページ数が必要最小限の量となるように考慮したり、ミスコピーがないようチ
ェックしたりと紙使用の削減を意識している。 

93.0％ 

4 
設備や備品の購入時は、グリーン購入法対象物品や省エネ製品など環境に配慮した製品を
購入するよう心掛けている。 

91.0％ 

5 マニュアルやお知らせなど共通の資料は、係内で共有している。 94.0％ 

6 業務だけでなく、日常生活においても３Rを実践している。 93.3％ 

7 
日常生活において、使い捨て製品（レジ袋、紙コップ、割りばし等）の使用や購入を控え
る。 

87.2％ 

8 普段の食事や宴会時など、食べ残しがないように意識したり呼び掛けたりしている。 94.1％ 

9 クリーンデーなど、地域の環境美化活動に積極的に参加している。 67.7％ 

10 
庁内の環境活動（ノーマイカーウイーク、緑のカーテンなど）に参加したり、家庭におい
ても省エネ行動を意識したりしている。 

80.3％ 

 

項目 

年度 
紙類 

役務 

(印刷) 
文具類 照明 

制服・ 

作業服 
作業手袋 

災害備蓄 

用品 
ごみ袋 

R元(2019) - - 81.6％ 62.1％ 100.0％ 34.0％ 71.4％ - 

R2(2020) - - 94.6％ 49.3％ 83.9％ 80.8％ 85.3％ 83.8％ 

R3(2021) 64.4％ 86.5％ 91.3％ 60.4％ 90.5％ 94.0％ 71.2％ 78.9％ 
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７ 市の事業における環境活動の評価 

 

 地球温暖化を原因とする気候変動の深刻化は、世界規模の大きな課題です。 

本市でも、ライフラインに大きな影響を与えた豪雪のように「これまでにない」記録的

な災害が毎年のように発生していることからも、気候変動の影響は私たちの身近な生活領

域までに及んでいることを肌で感じているのではないでしょうか。 

 また、ウクライナ・ロシア情勢による資源供給の不安は、エネルギー資源の多くを輸入

に頼る我が国に対して危機感を増すものとなっています。 

 この気候変動の深刻化とエネルギー危機という２つの課題に直面する今、本市において

も地球温暖化とエネルギー対策に向けた取組に注力しております。 

 これまでも低炭素社会実現に向け、創エネ・省エネ設備や電気自動車の購入に対して補

助金を交付し、市民や事業者の脱炭素化を支援してきましたが、深刻化する地球温暖化に

対応すべく地球温暖化対策実行計画を令和４（２０２２）年１月に改訂し、本市に適した

施策や目標の見直しを行い、低炭素社会から脱炭素社会実現に向けた取組へ強化いたしま

した。 

 さらに、低炭素なエネルギーを事業者や市民が利活用できる環境整備を進め、地域の環

境・エネルギー産業の中核として、地域に持続可能なエネルギーによる産業を根付かせて

いくため、令和４（２０２２）年３月に地域エネルギー会社「柏崎あい・あーるエナジー株

式会社」を設立しました。将来的には、柏崎地域への低炭素電力の供給事業を本格的に展

開し、海底送電線と首都圏・地域送電網との接続実現を契機として、蓄電池等で安定化し

た低炭素エネルギーの首都圏への供給拠点となることを目指し、進めてまいります。 

 柏崎市は、エネルギーのまちとして、今後も国や他の自治体に先んじた地球温暖化対策

やエネルギー施策に取り組み、２０３５年脱炭素社会実現を目指してまいります。 

 

 

 

柏崎市長 櫻井 雅浩  
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